
特定 特定以外 特定 特定以外 特定 特定以外 特定 特定以外 特定 特定以外 特定 特定以外

内 488,800 488,800

研究開始から対象者への観察期
間終了まで78,800
対象者への観察期間終了から研
究終了まで33,800

研究開始から対象者への観察期
間終了まで78,800
対象者への観察期間終了から研
究終了まで33,800

1～10施設：15,000
11～20施設：45,000
21～30施設：75,000
31施設以上：105,000
左記費用に加算

※代表施設を除く

1～10施設：15,000
11～20施設：45,000
21～30施設：75,000
31施設以上：105,000
左記費用に加算

※代表施設を除く

ー ー ー ー ー ー ー

外 547,400 547,400

研究開始から対象者への観察期
間終了まで88,256
対象者への観察期間終了から研
究終了まで37,856

研究開始から対象者への観察期
間終了まで88,256
対象者への観察期間終了から研
究終了まで37,856

1～10施設：15,000
11～20施設：45,000
21～30施設：75,000
31施設以上：105,000
左記費用に加算

※代表施設を除く

1～10施設：15,000
11～20施設：45,000
21～30施設：75,000
31施設以上：105,000
左記費用に加算

※代表施設を除く

ー ー ー ー ー ー ー

内 100,000（税込） 100,000（税込）

審査手数料の額（税込）　審査
手数料の額（）観察期間
（＊）開始後
【定期報告】
①研究責任医師が本学に所属し
ている場合
（単施設） 50,000　  25,000
（多施設共同研究）100,000
50,000
＊予定された症例登録が全て終
了後，各評価項目に係るデータ
の収集を行うための期間

審査手数料の額（税込）　審査
手数料の額（）観察期間
（＊）開始後
【定期報告】
①研究責任医師が本学に所属し
ている場合
（単施設） 50,000　  25,000
（多施設共同研究）100,000
50,000
＊予定された症例登録が全て終
了後，各評価項目に係るデータ
の収集を行うための期間

【新規申請】
200,000

【新規申請】
200,000 ー ー ー ー ー ー ー

外 200,000（税込） 200,000（税込）

審査手数料の額（税込）　審査
手数料の額（）観察期間
（＊）開始後
②上記以外の場合
（単施設）100,000
50,000
（多施設共同研究）200,000
100,000
＊予定された症例登録が全て終
了後，各評価項目に係るデータ
の収集を行うための期間

審査手数料の額（税込）　審査
手数料の額（）観察期間
（＊）開始後
②上記以外の場合
（単施設）100,000
50,000
（多施設共同研究）200,000
100,000
＊予定された症例登録が全て終
了後，各評価項目に係るデータ
の収集を行うための期間

【新規申請】
400,000

【新規申請】
400,000 ー ー ー ー ー ー ー

内
330,000
臨床研究法施行前から実施して
いる継続研究：165,000

66,000 165,000 33,000 － － － － － － － － －

外
330,000
臨床研究法施行前から実施して
いる継続研究：165,000

66,000 165,000 33,000 － － － － － － － － －

内 100,000 100,000 50,000 50,000 － － － － － － － － －
外 300,000 300,000 150,000 150,000 － － － － － － － － －
内 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 260,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

内 300,000（税別） ー 80,000（税別） ー

新規申請
1～10施設：50,000（税別）
11～20施設：100,000（税
別）
21施設以上：150,000（税
別）
継続審査
1～10施設：30,000（税別）
11～20施設：60,000（税
別）
21施設以上： 90,000（税
別）
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー ー ー

外 390,000（税別） ー 104,000（税別） ー

新規申請
1～10施設：50,000（税別）
11～20施設：100,000（税
別）
21施設以上：150,000（税
別）
継続審査
1～10施設：30,000（税別）
11～20施設：60,000（税
別）
21施設以上： 90,000（税
別）
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー ー ー

内 150,000 50,000 50,000 20,000

新規申請
2～50 施設：250,000
51 施設以上：400,000
継続申請
2～50 施設：100,000
51 施設以上：200,000

新規申請
2～50 施設 100,000
51 施設以上：200,000
継続申請
2～50 施設：50,000
51 施設以上：100,000

ー ー ー ー ー ー ー

外 200,000 100,000 100,000 50,000

新規申請
2～30施設：300,000
31～50施設：500,000
51施設以上：400,000
51～100施設：600,000
101～200施設：700,000
201施設以上：800,000
継続申請
2～30施設：150,000
31～50施設：250,000
51～100施設：300,000
101～200施設：350,000
201施設以上：400,000

新規申請
2～30施設：200,000
31～50施設：300,000
51施設以上：400,000
継続申請
2～30施設：100,000
31～50施設：150,000
51施設以上：200,000

ー ー ー ー ー ー ー

内 202,708（税抜き） 202,708（税抜き） 103,432（税抜き） 103,432（税抜き） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 202,708（税抜き） 202,708（税抜き） 103,432（税抜き） 103,432（税抜き） ー ー ー ー ー ー ー ー ー

内 41,000 （税別） 41,000 （税別） 10,000 （税別） 10,000 （税別）

多施設共同研究：追加される施
設数に 12,000 （消費税別）
を乗じた金額が加算。横浜市立
大学は除く。

多施設共同研究：追加される施
設数に 12,000 （消費税別）
を乗じた金額が加算。横浜市立
大学は除く。

ー ー ー ー 7,000 （税別） 7,000 （税別） ー

外 208,000 （税別） 208,000 （税別） 50,000 （税別） 50,000 （税別）

多施設共同研究：追加される施
設数に 12,000 （消費税別）
を乗じた金額が加算。横浜市立
大学は除く。

多施設共同研究：追加される施
設数に 12,000 （消費税別）
を乗じた金額が加算。横浜市立
大学は除く。

ー ー ー ー 35,000 （税別） 35,000 （税別） ー

内
500,000（税別）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

500,000（税別）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

外

1,000,000（税別）
800,000（税別）（医療法に
基づく臨床研究中核病院のARO
機能の支援を受けて作成された研
究計画書の場合）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

1,000,000（税別）
800,000（税別）（医療法に
基づく臨床研究中核病院のARO
機能の支援を受けて作成された研
究計画書の場合）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

【ARO機能支援により作成された計画
書】
（新規）
800,000（税別）

 ・年間12回開催予定。
・「臨床研究法に基づく臨床研究審査委員

毎月1回開催（年間12回開催）

 規程第７条第１項のとおり。
 （招集、開催）

第７条　中央病院委員会及び東病院委員
会ともに、原則として、毎月1回以上、年12

 回以上委員会を定期的に開催する。
 一　中央病院委員会原則として毎月第四

 木曜日
 二　東病院委員会原則として毎月第二木

 曜日

手数料　2024年2月時点
新規審査 継続（毎年）

http://www.hos.akita-
u.ac.jp/rinsyoukenkyu/

https://www.fmu.ac.jp/univ/sanga
ku/rec.html

https://www.nrs.hosp.tohoku.ac.jp

https://www.crsc-
hirosaki.jp/clinical-

https://www.iwate-med.ac.jp/

https://scjc.nms.ac.jp

原則として月１回

原則として、月１回以上、定期に開催するも
のとしている（規程第１０条第４項）。

別紙「公立大学法人福島県立医科大学臨
床研究審査委員会運営要綱」第11条「委
員会は、年12回以上、定期的に開催するも
のとする。ただし、緊急に審査が必要な場合
は、この限りではない。」のとおり

毎月１回以上定期に開催することとしてい
る。
毎月1回以上定期に開催することとしてい
る。

岩手医科大学臨床研究審査委員会規程
第８条の規程のとおり、原則として月１回の
開催とする。

月1回の定期開催を予定している。

https://crmic.huhp.hokudai.ac.jp/d
cra/page/?content=9

施設数追加費用 変更審査 疾病等報告 簡便な審査（＊各機関の規程で迅速審査となっているもの含む）

https://www.nirs.qst.go.jp/researc
h/review/

https://www.yokohama-
cu.ac.jp/amedrc/ethics/ethical/inde
x.html

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/divi
sion/cras/crinical_trial/crb/index.ht
ml

その他
各年度における審議回数
新規案件の審議件数 URL

国立大学法人東北大学 東北臨床研究審査委員会 2021/1/14

CRB3180007 公立大学法人横浜市立大学臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB3180008 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨床研
究審査委員会

2018/3/30

CRB3180001 学校法人日本医科大学臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB3180004 量子科学技術研究開発機構　臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB1180001 国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB2180005 国立大学法人秋田大学臨床研究審査委員会 2019/1/23

CRB2210001 国立大学法人弘前大学総合臨床研究審査委員会 2021/5/25

CRB2210002 岩手医科大学附属病院臨床研究審査委員会 2021/8/3

CRB2200002 公立大学法人福島県立医科大学臨床研究審査委員会 2021/1/7

CRB2200003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No CRB No 委員会名 認定時期 組織
内外



内
500,000（税別）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

500,000（税別）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

外

1,000,000（税別）
800,000（税別）（医療法に
基づく臨床研究中核病院のARO
機能の支援を受けて作成された研
究計画書の場合）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

1,000,000（税別）
800,000（税別）（医療法に
基づく臨床研究中核病院のARO
機能の支援を受けて作成された研
究計画書の場合）
※新規申請から研究終了まで通
した総額

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

【ARO機能支援により作成された計画
書】
（新規）
800,000（税別）

内

200,000
15,000 /月※初回審査月の翌
月から、本研究の総括報告が本
委員会になされる月（予
定を含め以下、「終了月」とい
う。）まで発生する。

200,000
15,000 /月※努力義務研究：
初回審査月から終了月まで発生
する。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

外

300,000
15,000 /月※初回審査月の翌
月から、本研究の総括報告が本
委員会になされる月（予
定を含め以下、「終了月」とい
う。）まで発生する。

300,000
15,000 /月※努力義務研究：
初回審査月から終了月まで発生
する。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

内 350,000（税抜） 350,000（税抜） 100,000（税抜） 100,000（税抜） 【新規】
20,000（税抜）/１施設

【新規】
20,000（税抜）/１施設

ー ー ー ー ー ー 【契約書確認・締結手続き経費】
15,000（税抜）

外 700,000（税抜） 700,000（税抜） 200,000（税抜） 200,000（税抜） 【新規】
20,000（税抜）/１施設

【新規】
20,000（税抜）/１施設

ー ー ー ー ー ー

内 381,000 381,000 353,000 353,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 461,010 461,010 427,130 427,130 ー ー ー ー ー ー ー ー

内
218,000
※修正申請ならびに定期報告費
用を含む

218,000
※修正申請ならびに定期報告費
用を含む

44,000
※2 年度目以降、修正申請なら
びに定期報告費用を含む

44,000
※2 年度目以降、修正申請なら
びに定期報告費用を含む

ー ー ー ー ー ー ー ー

外
610,000
※修正申請ならびに定期報告費
用を含む

610,000
※修正申請ならびに定期報告費
用を含む

122,000
※2 年度目以降、修正申請なら
びに定期報告費用を含む

122,000
※2 年度目以降、修正申請なら
びに定期報告費用を含む

ー ー ー ー ー ー ー ー

内 500,000 500,000 140,000 140,000

【新規】
1～10施設 ：50,000
11～20施設：100,000
21～30施設：150,000
31施設以上：200,000
左記費用に加算

【継続】
1～10施設 ：20,000
11～20施設：40,000
21～30施設：60,000
31施設以上：80,000
左記費用に加算

【新規】
1～10施設 ：50,000
11～20施設：100,000
21～30施設：150,000
31施設以上：200,000
左記費用に加算

【継続】
1～10施設 ：20,000
11～20施設：40,000
21～30施設：60,000
31施設以上：80,000
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー

外 500,000 500,000 140,000 140,000

【新規】
1～10施設 ：50,000
11～20施設：100,000
21～30施設：150,000
31施設以上：200,000
左記費用に加算

【継続】
1～10施設 ：20,000
11～20施設：40,000
21～30施設：60,000
31施設以上：80,000
左記費用に加算

【新規】
1～10施設 ：50,000
11～20施設：100,000
21～30施設：150,000
31施設以上：200,000
左記費用に加算

【継続】
1～10施設 ：20,000
11～20施設：40,000
21～30施設：60,000
31施設以上：80,000
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー

内 200,000 100,000 100,000 100,000 ー ー ー ー ー ー ー ー
外 450,000 200,000 200,000 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー
内 200,000 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 300,000 300,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
内 220,000 220,000 110,000 110,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 220,000 220,000 110,000 110,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 280,000 280,000 140,000 140,000

【新規】
10施設以上20施設未満 ：
50,000
21施設以上30施設未満：
100,000
30施設以上：200,000

【新規】
10施設以上20施設未満 ：
50,000
21施設以上30施設未満：
100,000
30施設以上：200,000

ー ー ー ー ー ー
【継続審査】
1年以内に3回以上申請がある場合：
140,000加算

外 400,000 400,000 140,000 140,000

【新規】
10施設以上20施設未満 ：
50,000
21施設以上30施設未満：
100,000
30施設以上：200,000

【新規】
10施設以上20施設未満 ：
50,000
21施設以上30施設未満：
100,000
30施設以上：200,000

ー ー ー ー ー ー

内 500,000 500,000 ー ー 10,000/施設 10,000/施設 ー ー 20,000 20,000 50,000 50,000

【開催審査費用】200,000/回
【緊急審査費用】100,000/回
【事前確認不要事項対応費用】
10,000/回
【定期報告費用】10,000/施設
【重大な不適合報告費用】30,000/施
設
【終了報告等費用】30,000/施設
【技術専門員評価書】40,000/人
【該当性確認費用】
1.事務局確認　60,000/件
2.事務局及び委員長確認　100,000/
件

外 500,000 500,000 ー ー 30,000/施設 30,000/施設 ー ー 20,000 20,000 50,000 50,000
内 400,000 400,000 200,000 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 400,000 400,000 200,000 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー
内 250,000 250,000 120,000 120,000 ー ー ー ー ー ー ー ー 経過措置対象研究：50,000
外 450,000 450,000 120,000 120,000 ー ー ー ー ー ー ー ー 経過措置対象研究：100,000

内 200,000 200,000 100,000 100,000

【新規】
11施設以上：20,000/施設

【継続】
11施設以上：10,000/施設

【新規】
11施設以上：20,000/施設

【継続】
11施設以上：10,000/施設

ー ー ー ー ー ー ー

外 200,000 200,000 100,000 100,000

【新規】
11施設以上：20,000/施設

【継続】
11施設以上：10,000/施設

【新規】
11施設以上：20,000/施設

【継続】
11施設以上：10,000/施設

ー ー ー ー ー ー

内 500,000 250,000 50,000 10,000

【新規】
1～10施設 : 100,000
11～20施設：200,000
21～30施設：300,000
（※31施設以降も同様に増
額。）

【新規以外】
1施設毎 : 10,000

【新規】
10,000/施設毎

【新規以外】
1,000/施設毎

ー ー ー ー ー ー

原則として月に1回開催する。また必要に応
 じて臨時委員会を開催する。

東京大学臨床研究審査委員会標準業務
規則第4条の委員会の開催の規定に基づ

毎月1回

規程第７条第１項のとおり。
（招集、開催）
第７条　中央病院委員会及び東病院委員
会ともに、原則として、毎月1回以上、年12
回以上委員会を定期的に開催する。

 一　中央病院委員会原則として毎月第四
木曜日

 二　東病院委員会原則として毎月第二木
曜日

年間12回開催

別紙「臨床研究審査委員会 標準業務手
順書」のとおり

原則として毎月１回

１１回以上／年

毎月１回（年間１２回）開催

http://www.tmghig.jp/hospital/

http://hattori-crb.com/

http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/t-
credo/rinsho/jimukyoku/tokuteirins
http://www.jikei.ac.jp/academic/ri
nshoukenkyuu_sinsa/

http://ciru.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/guidance/irb/

https://www.showa-
u.ac.jp/research/ethics_committee/

http://www.juntendo.ac.jp/hospital
/clinic_c/gcp/

http://www.med.nihon-
u.ac.jp/department/chiken/ccrrb/in
dex.html

https://www.ho.chiba-
u.ac.jp/crc/rinsyo-

https://www.ctr.med.keio.ac.jp/nin
tei/

http://www.tmd-ac.jp/

http://www.saitama-
med.ac.jp/medlinks/rinshokenkyu/

https://ohrs-u-tokyo.jp

https://www.crbcr.niigata-u.ac.jp/

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/divi
sion/clinical_trial/ctas/crb/index.ht
ml

CRB3200002 学校法人昭和大学臨床研究審査委員会 2020/10/30

CRB3180031 学校法人慈恵大学臨床研究審査委員会 2018/11/6

CRB3180034 群馬大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 2019/2/22

CRB3180027 医療法人社団服部クリニック臨床研究審査委員会 2018/6/12

CRB3180028 筑波大学臨床研究審査委員会 2018/7/3

CRB3180025 新潟大学中央臨床研究審査委員会 2018/5/24

CRB3180026 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床研究
審査委員会

2018/6/12

CRB3180022 埼玉医科大学臨床研究審査委員会 2018/4/23

CRB3180024 東京大学臨床研究審査委員会 2018/5/16

CRB3180017 慶應義塾臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB3180020 東京医科歯科大学臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB3180013 日本大学医学部附属板橋病院 臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB3180015 国立大学法人千葉大学臨床研究審査委員会 2018/3/30

CRB3180009 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院臨床研究
審査委員会

2018/3/30

CRB3180012 順天堂大学臨床研究審査委員会 2018/3/30

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

地方独立行政法人東京都健康長寿医療
センター臨床研究審査委員会規定第7条の
開催の規定に基づき、年12回以上の定期
的な開催に努める。

12回／年

委員会は原則として毎月開催し、年12回以
上を予定している。
学校法人慈恵大学臨床研究審査委員会
規程第2条6項に基づき、委員会は年に12

年間12回

臨床研究法に則った昭和大学臨床研究実
施標準業務手順書第10条により月１回開



外 500,000 250,000 50,000 10,000

【新規】
1～10施設 : 100,000
11～20施設：200,000
21～30施設：300,000
（※31施設以降も同様に増
額。）

【新規以外】
1施設毎 : 10,000

【新規】
10,000/施設毎

【新規以外】
1,000/施設毎

ー ー ー ー ー ー

内 180,000 180,000 100,000 100,000
11施設～:5,000
※10機関までの一括審査の料金
を含む。

11施設～:5,000
※10機関までの一括審査の料金
を含む。

－ － － － － － －

外 200,000 200,000 100,000 100,000
11施設～:5,000
※10機関までの一括審査の料金
を含む。

11施設～:5,000
※10機関までの一括審査の料金
を含む。

－ － － － － － －

内

一般社団法人日本小児総合医
療施設協議会加盟施設が主たる
研究機関で、かつ研究責任医師
にセンターの医師を含める場合：
300,000(税別)
※変更に関して意見を求める場
合は初回審査料に含める
※疾病等報告、不適合方向を含
む

一般社団法人日本小児総合医
療施設協議会加盟施設が主たる
研究機関で、かつ研究責任医師
にセンターの医師を含める場合：
300,000(税別)
※変更に関して意見を求める場
合は初回審査料に含める
※疾病等報告、不適合方向を含
む

150,000(税別) 150,000(税別)

【新規】
10以上 : 150,000

【継続】
10以上 : 50,000

【新規】
10以上 : 150,000

【継続】
10以上 : 50,000

－ － － － － － －

外

500,000(税別)
※変更に関して意見を求める場
合は初回審査料に含める
※疾病等報告、不適合方向を含
む

500,000(税別)
※変更に関して意見を求める場
合は初回審査料に含める
※疾病等報告、不適合方向を含
む

150,000(税別) 150,000(税別)

【新規】
10以上 : 150,000

【継続】
10以上 : 50,000

【新規】
10以上 : 150,000

【継続】
10以上 : 50,000

－ － － － － － －

内 90,000(税別) 90,000(税別) 80,000(税別) 80,000(税別) － － － － － － － －

90,000(税別)
廃止となる委員会から審査を引き継ぐ場
合

外 90,000(税別) 90,000(税別) 80,000(税別) 80,000(税別) － － － － － － － －

90,000(税別)
廃止となる委員会から審査を引き継ぐ場
合

内 180,000(税別) 180,000(税別) － － － － － － － － － － －
外 200,000(税別) 200,000(税別) － － － － － － － － － － －

内
210,000
新規申請から定期報告までの審
査

210,000
新規申請から定期報告までの審
査

100,000
定期報告から次の定期報告又は
総括報告書の提出までの審査

100,000
定期報告から次の定期報告又は
総括報告書の提出までの審査

－ － － － － － － － －

外
210,000
新規申請から定期報告までの審
査

210,000
新規申請から定期報告までの審
査

100,000
定期報告から次の定期報告又は
総括報告書の提出までの審査

100,000
定期報告から次の定期報告又は
総括報告書の提出までの審査

－ － － － － － － － －

内 100,000
（疾病等報告含む）

100,000
（疾病等報告含む）

50,000
（疾病等報告、定期報告含む）

50,000
（疾病等報告、定期報告含む）

【初回審査】
20,000/施設毎

【継続審査】
20,000/施設毎

【初回審査】
20,000/施設毎

【継続審査】
20,000/施設毎

－ － － － － － －

外 400,000
（疾病等報告含む）

400,000
（疾病等報告含む）

200,000
（疾病等報告、定期報告含む）

200,000
（疾病等報告、定期報告含む）

【初回審査】
20,000/施設毎

【継続審査】
20,000/施設毎

【初回審査】
20,000/施設毎

【継続審査】
20,000/施設毎

－ － － － － － －

内 500,000
中止・終了、疾病等報告含む

500,000
中止・終了、疾病等報告含む 150,000 150,000 2 施設目から 1 施設につき

20,000
2 施設目から 1 施設につき
20,000 200,000 200,000 ー ー 30,000 56,000 ー

外 500,000
中止・終了、疾病等報告含む

500,000
中止・終了、疾病等報告含む 150,000 150,000 2 施設目から 1 施設につき

20,000
2 施設目から 1 施設につき
20,000 200,000 200,000 ー ー 30,000 56,000

内 200,000 200,000 100,000 100,000

【新規】
2～10施設 ：200,000
11～20施設：400,000
21～30施設：600,000
31～40施設：800,000
41～50施設：1,000,000
51施設以上：1,200,000

【継続】
2～10施設 ：100,000
11～20施設：200,000
21～30施設：300,000
31～40施設：400,000
41～50施設：500,000
51施設以上：600,000

【新規】
2～10施設 ：200,000
11～20施設：400,000
21～30施設：600,000
31～40施設：800,000
41～50施設：1,000,000
51施設以上：1,200,000

【継続】
2～10施設 ：100,000
11～20施設：200,000
21～30施設：300,000
31～40施設：400,000
41～50施設：500,000
51施設以上：600,000

ー ー ー ー ー ー

【経過措置】
研究開始～症例登録終了：40,000
症例登録終了～観察期間終了：
28,000
観察期間終了～データ固定：16,000
データ固定～研究終了（総括報告書を
委員会が受理したとき）：12,000

外 200,000 200,000 100,000 100,000

【新規】
2～10施設 ：200,000
11～20施設：400,000
21～30施設：600,000
31～40施設：800,000
41～50施設：1,000,000
51施設以上：1,200,000

【継続】
2～10施設 ：100,000
11～20施設：200,000
21～30施設：300,000
31～40施設：400,000
41～50施設：500,000
51施設以上：600,000

【新規】
2～10施設 ：200,000
11～20施設：400,000
21～30施設：600,000
31～40施設：800,000
41～50施設：1,000,000
51施設以上：1,200,000

【継続】
2～10施設 ：100,000
11～20施設：200,000
21～30施設：300,000
31～40施設：400,000
41～50施設：500,000
51施設以上：600,000

ー ー ー ー ー ー

【経過措置】
研究開始～症例登録終了：40,000
症例登録終了～観察期間終了：
28,000
観察期間終了～データ固定：16,000
データ固定～研究終了（総括報告書を
委員会が受理したとき）：12,000

内 300,000 200,000 100,000 100,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 600,000 400,000 200,000 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 300,000（疾病等報告を含む） 50,000
150,000　（疾病等報告、定期
報告、変更申請、緊急開催、簡
便審査を含む）

30,000

【新規】
6施設以上の場合5施設毎：
100,000
【継続】
6施設以上の場合5施設毎：
50,000

【新規】
6施設以上の場合5施設毎：
10,000
【継続】
6施設以上の場合5施設毎：
5,000

ー 5,000（変更申請、疾病等報告
等を含む）

特定事前相談：100,000
　（本審査前に申請者が審査等業務を
辞退した場合のみ）

外 300,000（疾病等報告を含む）
50,000
資料作成支援料初回審査時：
150,000

150,000　（疾病等報告、定期
報告、変更申請、緊急開催、簡
便審査を含む）

30,000

【新規】
6施設以上の場合5施設毎：
10,000
【継続】
6施設以上の場合5施設毎：
50,000

【新規】
6施設以上の場合5施設毎：
10,000
【継続】
6施設以上の場合5施設毎：
5,000

ー 5,000（変更申請、疾病等報告
等を含む）

特定事前相談：100,000
　（本審査前に申請者が審査等業務を
辞退した場合のみ）

内 210,000（税抜） ー 52,000（税抜） ー

【新規】
1～10施設 ：50,000
11～20施設：100,000
21～30施設：150,000
31施設以上：200,000
左記費用に加算

【継続】
1～10施設 ：20,000
11～20施設：40,000
21～30施設：60,000
31施設以上：80,000
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー ー ー

https://www.khp.kitasato-
u.ac.jp/KMEO-nintei/

https://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/medicine/

http://ccs.ncgm.go.jp/120/index.ht
ml

https://crb.npo-hifu.net/

https://www.med.yamanashi.ac.jp
/igakubu-3/cr/crb

https://crai.tokyo-
med.ac.jp/crb/index.html

https://www.shonankamakura.or.j
p/

https://www.teikyo-
u.ac.jp/teacher/frinsyokenkyu_shin

u.ac.jp/research/ethics_committee/
crrb-2/

https://www.ncnp.go.jp/ninteirinri/
index.html

https://www.ncchd.go.jp/center/inf
ormation/committee/rinken/index.h
tml

https://www.jichi.ac.jp/scci/crbcr

2021/11/25

CRB3210003

CRB3210004

CRB3210005

CRB3200002

CRB3200004

CRB3200005

CRB3200006

CRB3200007

CRB3200010

CRB3200011

CRB3210001

CRB3210002

学校法人東京医科大学臨床研究審査委員会

医療法人徳洲会臨床研究審査委員会

帝京大学医学部臨床研究審査委員会

学校法人昭和大学臨床研究審査委員会 2020/10/30

2020/12/1

2020/12/4

2020/12/17

2021/1/7

2021/1/29

2021/1/29

2021/7/19

2021/7/26

2021/7/28

2021/9/22

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 臨床研究
審査委員会

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構臨床研究審
査委員会

国立大学法人山梨大学臨床研究審査委員会

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター臨床
研究審査委員会

国立研究開発法人国立成育医療研究センター臨床研究審
査委員会

自治医科大学中央臨床研究審査委員会

学校法人北里研究所北里大学医学部・大学病院臨床研
究審査委員会

国立大学法人信州大学臨床研究審査委員会

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

施標準業務手順書第10条により月１回開
催。（毎月第1水曜開催予定）

年間12回開催

月に1回程度開催予定

月に1回

月1回（年12回）開催。学校法人北里研
究所北里大学医学部・大学病院臨床研究

毎月１回

年12回

原則として月1回の定期開催とし年間11回
以上の開催とする。

毎月1回

原則月1回、年12回を定期的に開催する。
（学校法人東京医科大学臨床研究審査

12回／年

原則月1回以上開催するものとし、委員長
は、必要があると認める場合には、随時委員



外 700,000（税抜） ー 175,000（税抜） ー

【新規】
1～10施設 ：50,000
11～20施設：100,000
21～30施設：150,000
31施設以上：200,000
左記費用に加算

【継続】
1～10施設 ：20,000
11～20施設：40,000
21～30施設：60,000
31施設以上：80,000
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー ー ー

内 500,000（中止・終了、疾病等
報告含む）

500,000（中止・終了、疾病等
報告含む）

50,000（疾病等報告、定期報
告含む）

50,000（疾病等報告、定期報
告含む） 20,000/施設 20,000/施設 200,000 200,000 ー ー ー ー

【経過措置】
臨床研究実施計画、統計解析、利益
相反管理等の研究の根幹に関わる審議
(1) 研究開始～研究終了：200,000
※多施設共同研究：20,000/施設
臨床研究実施計画、統計解析、利益
相反管理等の研究の根幹以外の審議
(1)研究開始～症例登録終了：
50,000
(2)症例登録終了～観察期間終：
50,000
(3)観察期間終了～データ固定：
50,000
(4)データ固定～研究終了（総括報告
書を委員会が受理した時）：50,000
※多施設共同研究：20,000/施設

外 500,000（中止・終了、疾病等
報告含む）

500,000（中止・終了、疾病等
報告含む）

50,000（疾病等報告、定期報
告含む）

50,000（疾病等報告、定期報
告含む） 20,000/施設 20,000/施設 200,000 200,000 ー ー ー ー

内

500,000
(新規申請、変更・追加申請、中
止・終了・定期
報告、有害事象に関する報告等
を含む)

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

外

500,000
(新規申請、変更・追加申請、中
止・終了・定期
報告、有害事象に関する報告等
を含む)

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

内 350,000 350,000 250,000 250,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
550,000
【継続】
350,000
【変更】
350,000
【疾病】
300,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
550,000
【継続】
350,000
【変更】
350,000
【疾病】
300,000

250,000 250,000 200,000 200,000 ー ー ー

外 350,000 350,000 250,000 250,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
550,000
【継続】
350,000
【変更】
350,000
【疾病】
300,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
550,000
【継続】
350,000
【変更】
350,000
【疾病】
300,000

250,000 250,000 200,000 200,000 ー ー

内 150,000 ー 50,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

上記区分以外の審査（変更申請，疾
病報告，簡便審査，総括報告，中止
報告，重大な不適
合報告及びその他審査）については，
費用を徴収しない。ただし，本委員会に
て新規申請
又は研究計画引継いずれかの承認を得
ている研究計画のみ対象とする。

外 300,000 ー 50,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
内 200,000 200,000 100,000 100,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 400,000 400,000 200,000 200,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

内 112,500 112,500 （１回あたり）90,000 （１回あたり）90,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
135,000/回
【継続】
112,500/回
【変更】
225,000/回
【疾病】
225,000/回

2施設以上の多施設の場合
【新規】
135,000/回
【継続】
112,500/回
【変更】
225,000/回
【疾病】
225,000/回

180,000 180,000 180,000 180,000 ー ー ー

外 125,000 125,000 （１回あたり）100,000 （１回あたり）100,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
150,000
【継続】
125,000/回
【変更】
250,000
【疾病】
250,000

2施設以上の多施設の場合
【新規】
150,000
【継続】
125,000/回
【変更】
250,000
【疾病】
250,000

200,000 200,000 200,000 200,000 ー ー ー

内 300,000 300,000 （疾病等報告、定期報告含む）
50000

（疾病等報告、定期報告含む）
50000

【新規】
100,000～400,000加算

【新規】
100,000～400,000加算 ー ー ー ー ー ー 経過措置に係る再審査料（2019年3

月末まで）50,000

外 450,000 450,000 （疾病等報告、定期報告含む）
50000

（疾病等報告、定期報告含む）
50000

【新規】
100,000～400,000加算

【新規】
100,000～400,000加算 ー ー ー ー ー ー 経過措置に係る再審査料（2019年3

月末まで）150,000

内 441,000 441,000 （疾病報告等、定期報告含む）
94,000

（疾病報告等、定期報告含む）
94,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

外 441,000 441,000 （疾病報告等、定期報告含む）
94,000

（疾病報告等、定期報告含む）
94,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 300,000 200,000 100,000 100,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 500,000 350,000 100,000 100,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 300,000 300,000 100,000 100,000
【新規】
11施設以上：20,000/施設加
算

【新規】
11施設以上：20,000/施設加
算

ー ー ー ー ー ー ー

外 400,000 400,000 130,000 130,000
【新規】
11施設以上：20,000/施設加
算

【新規】
11施設以上：20,000/施設加
算

ー ー ー ー ー ー

内 170,000 170,000 85,000 85,000 ー ー 85,000 85,000 ー ー ー ー ー
外 226,000 226,000 113,000 113,000 ー ー 113,000 113,000 ー ー ー ー

内 500,000
疾病等報告、定期報告等を含む

500,000
疾病等報告、定期報告等を含む ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

外 500,000
疾病等報告、定期報告等を含む

500,000
疾病等報告、定期報告等を含む ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

http://www.kanazawa-
med.ac.jp/~tiken/

https://www.hama-
med.ac.jp/research/clinical-
res/crb/index.html

http://www.takara-
clinic.com/clinical-study.html

https://www.jssrm.com/rinsyo-
kenkyu/index.html

https://irb-med-tokai.com/tokutei/

https://www.jfcr.or.jp/hospital/dep
artment/facilities/new_medicine/cr

https://jscsf.org/crb

https://www.fujita-hu.ac.jp/crb/

https://www.med.nagoya-
u.ac.jp/medical_J/ethics/

http://icrek.w3.kanazawa-u.ac.jp/

https://www.hosp.mie-
u.ac.jp/ethics/

u.ac.jp/teacher/frinsyokenkyu_shin
sa

http://www.jp-ads.com/
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は、必要があると認める場合には、随時委員
会を開催することができるものとする。

原則として月に1回の定期開催とする。

 12回/年
委員長が必要と認める場合、臨時開催も
可。

月に1回程度

原則として年12回以上定期的に開催

 規程第１０条第１項のとおり。
 (開催)

月に1回程度

原則として年12回開催

年間12回

12回/年

原則として毎月1回開催する。

月１回　年間１２回

 年12回以上の定期的な開催を予定する。



内 800,000 800,000 200,000 200,000 50,000/施設 50,000/施設 ー ー ー ー ー ー ー
外 800,000 800,000 200,000 200,000 50,000/施設 50,000/施設 ー ー ー ー ー ー
内 90,000 90,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 90,000 90,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
内 126,000 126,000 120,000 120,000 ー ー ー ー ー ー ー ー 経過措置：50,000
外 403,000 403,000 220,000 220,000 ー ー ー ー ー ー ー ー 経過措置：50,000
内 204,000 204,000 96,000 96,000 － － － － － － － － －
外 265,000 265,000 124,000 124,000 － － － － － － － － －

内 60,000 12,000 12,000 2,400

【新規のみ】
21以上40以下：80,000
41以上60以下：100,000
61以上80以下：120,000
81以上100以下：140,000
100以上 : 20,000/20施設毎

【新規のみ】
21以上40以下：80,000
41以上60以下：100,000
61以上80以下：120,000
81以上100以下：140,000
100以上 : 20,000/20施設毎

30,000 6,000

【必要があって意見を述べたもの】:
30,000

【上記以外のもの】:
12,000

【必要があって意見を述べたもの】:
30,000

【上記以外のもの】:
12,000

－ － －

外 300,000 60,000 60,000 12,000

【新規のみ】
21以上40以下：400,000
41以上60以下：500,000
61以上80以下：600,000
81以上100以下：700,000
100以上 : 100,000/20施設
毎

【新規のみ】
21以上40以下：400,000
41以上60以下：500,000
61以上80以下：600,000
81以上100以下：700,000
100以上 : 100,000/20施設
毎

150,000 30,000

【必要があって意見を述べたもの】:
150,000

【上記以外のもの】:
60,000

【必要があって意見を述べたもの】:
150,000

【上記以外のもの】:
60,000

－ － －

内 300,000

経過措置対象の研究：
150,000
倫理指針に基づく臨床研究：
50,000

30,000
経過措置対象の研究：15,000
倫理指針に基づく臨床研究：
10,000

ー ー 60,000
経過措置対象の研究：30,000
倫理指針に基づく臨床研究：
10,000

60,000
経過措置対象の研究：30,000
倫理指針に基づく臨床研究：
10,000

ー ー ー

外 500,000

経過措置対象の研究：
250,000
倫理指針に基づく臨床研究：
100,000

50,000
経過措置対象の研究：25,000
倫理指針に基づく臨床研究：
10,000

ー ー 100,000
経過措置対象の研究：50,000
倫理指針に基づく臨床研究：
20,000

100,000
経過措置対象の研究：50,000
倫理指針に基づく臨床研究：
20,000

ー ー ー

内 407,000 407,000 185,000 185,000 ー ー ー ー ー ー ー ー 迅速審査：65,000
外 407,000 407,000 185,000 185,000 ー ー ー ー ー ー ー ー 迅速審査：65,000

内 疾病等報告含む：84,000 疾病等報告含む：84,000 疾病等報告、定期報告含む：
37,000

疾病等報告、定期報告含む：
37,000 5,000/施設 5,000/施設 ー ー ー ー ー ー ー

外 疾病等報告含む：120,000 疾病等報告含む：120,000 疾病等報告、定期報告含む：
53,000

疾病等報告、定期報告含む：
53,000 5,000/施設 5,000/施設 ー ー ー ー ー ー

内 120,000 120,000 ー ー

【新規】
11～20施設：240,000
21～30施設：360,000
31～40施設：480,000
41～50施設：600,000
51施設以上：720,000

ー ー ー ー ー ー ー 研究期間5年以上：5年毎に60,000
加算

外 120,000 120,000 ー ー

【新規】
11～20施設：240,000
21～30施設：360,000
31～40施設：480,000
41～50施設：600,000
51施設以上：720,000

ー ー ー ー ー ー ー 研究期間5年以上：5年毎に60,000
加算

内 162,000 162,000 81,000 81,000

【新規】
2～10施設 ：204,000
11～20施設：408,000
21～30施設：612,000
31～40施設：816,000
41～50施設：1,020,000
51施設以上：1,224,000

【継続】
2～10施設 ：102,000
11～20施設：204,000
21～30施設：306,000
31～40施設：408,000
41～50施設：510,000
51施設以上：612,000

【新規】
2～10施設 ：204,000
11～20施設：408,000
21～30施設：612,000
31～40施設：816,000
41～50施設：1,020,000
51施設以上：1,224,000

【継続】
2～10施設 ：102,000
11～20施設：204,000
21～30施設：306,000
31～40施設：408,000
41～50施設：510,000
51施設以上：612,000

ー ー ー ー ー ー

【経過措置】
研究開始～症例登録終了：40,000
症例登録終了～観察期間終了：
28,000
観察期間終了～データ固定：16,000
データ固定～研究終了（総括報告書を
委員会が受理した時）：12,000

外 204,000 204,000 102,000 102,000

【新規】
2～10施設 ：204,000
11～20施設：408,000
21～30施設：612,000
31～40施設：816,000
41～50施設：1,020,000
51施設以上：1,224,000

【継続】
2～10施設 ：102,000
11～20施設：204,000
21～30施設：306,000
31～40施設：408,000
41～50施設：510,000
51施設以上：612,000

【新規】
2～10施設 ：204,000
11～20施設：408,000
21～30施設：612,000
31～40施設：816,000
41～50施設：1,020,000
51施設以上：1,224,000

【継続】
2～10施設 ：102,000
11～20施設：204,000
21～30施設：306,000
31～40施設：408,000
41～50施設：510,000
51施設以上：612,000

ー ー ー ー ー ー

【経過措置】
研究開始～症例登録終了：40,000
症例登録終了～観察期間終了：
28,000
観察期間終了～データ固定：16,000
データ固定～研究終了（総括報告書を
委員会が受理した時）：12,000

内 90,000（税込） 90,000（税込） 60,000（税込） 60,000（税込） 20,000/施設（税込） 20,000/施設（税込） ー ー ー ー ー ー

外 150,000（税込） 150,000（税込） 100,000（税込） 100,000（税込） 20,000/施設（税込） 20,000/施設（税込） ー ー ー ー ー ー

【営利企業が主たる研究機関の場合】
（税込）
（新規）606,000
（継続）280,000
（多施設共同）20,000/施設

内 259,000 259,000 77,700 77,700 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 370,000 370,000 111,000 111,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 160,000 160,000 80,000 80,000

【新規】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

【継続】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

【新規】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

【継続】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー ー

外 320,000 320,000 160,000 160,000

【新規】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

【継続】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

【新規】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

【継続】
11施設以上：20,000/施設
左記費用に加算

ー ー ー ー ー ー

内 160,000 160,000 80,000 80,000 30,000/施設 30,000/施設 ー ー ー ー ー ー ー
外 160,000 160,000 80,000 80,000 30,000/施設 30,000/施設 ー ー ー ー ー ー

内 100,000（税込） 100,000（税込） 40,000（税込） 40,000（税込） 10,000/施設（税込） 10,000/施設（税込） ー ー ー ー ー ー 【経過措置】
40,000/件

外 200,000（税込） 200,000（税込） 80,000（税込） 80,000（税込） 10,000/施設（税込） 10,000/施設（税込） ー ー ー ー ー ー 【経過措置】
40,000/件

内 100,000 70,000 5,000 3,500
【新規】
5,000/施設
※上限30施設

【新規】
3,500/施設
※上限30施設

ー ー ー ー ー ー ー

外 200,000 140,000 10,000 7,000
【新規】
10,000/施設
※上限30施設

【新規】
7,000/施設
※上限30施設

ー ー ー ー ー ー ー

http://www.ec.med.kyoto-u.ac.jp/

https://waidai-
csc.jp/review/rinsyo/

http://www.med.osaka-
u.ac.jp/pub/hp-crc/rinshokenkyu-
hou/index.html

http://www.shiga-
med.ac.jp/hqrec/index.html

http://www.hosp.kobe-
u.ac.jp/ctrc/

https://www.ompu.ac.jp/rinri/inde
x.html

https://oici.jp/center/clinical/resear
ch/

http://research.hosp.u-fukui.ac.jp/

https://www.kpu-
m.ac.jp/doc/research/crb.html

https://crc.nnh.go.jp/aro/cirb/

https://www.scchr.jp/clinicaltrial/or
ganization/office_management/irb/i
http://www.hosp.u-
toyama.ac.jp/tiken/specific/
https://cancer-
c.pref.aichi.jp/site/folder5/1326.ht

http://ncu-cr.jp/

https://www.aichi-med-
u.ac.jp/hospital/sh05/sh0524/index
.html

http://www.japsam.or.jp
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国立大学法人福井大学臨床研究審査委員会

CRB5180004

CRB5180007

CRB5180008

CRB4180010

CRB4180013

CRB4200002

CRB4200003

CRB4200004

CRB4180009

CRB4210001

CRB5180002

愛知医科大学病院臨床研究審査委員会

JAPSAM中央臨床研究審査委員会

京都大学臨床研究審査委員会

公立大学法人和歌山県立医科大学臨床研究審査委員会

大阪大学臨床研究審査委員会

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床研究
審査委員会

静岡県立静岡がんセンター臨床研究倫理審査委員会

富山大学臨床研究審査委員会

愛知県病院事業庁愛知県がんセンター臨床研究審査委員
会

名古屋市立大学臨床研究審査委員会
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委員会は、原則として月１回開催するものと
する。ただし、委員長が必要と認めた場合に
は、随時開催することができる。（「名古屋
市立大学臨床研究審査委員会業務規程」
第６条第１項）

原則として月１回以上

毎月一回（原則として第三火曜日）の定
期開催とする。

１２回/年

原則として毎月１回開催

年間12回（原則月1回）開催

開催頻度について,委員会は毎月第２木曜
日および必要と認めた場合に開催する。

原則、月１回開催し、年間１２回開催す
る。

月１回、年１２回以上

原則として月 1 回、年12回開催する。

原則として月1回開催するものとする。ただ
し，委員長が必要と認めたときは，臨時に
開催することができる。

委員会規程において年12回以上、定期的
な開催が予定されている旨を規定。

原則、毎月１回開催する。（毎月第３木
曜日）

 年12回以上定期的に開催
業務規程第７条

規則第8条第4項のとおり。
 月１回（原則、第４月曜日）

 委員長が必要と認める場合、臨時開催も可



内

100,000
※1～10機関
※臨床研究法の法施行前に実
施されている特定臨床研究の新
規審査は、新規の 1/5 の料金と
する。
※臨床研究法上、努力義務とさ
れている臨床研究の審査は、新
規の 1/5 の料金とする。

ー
20,000

※1～10機関
※新規の 1/5

ー

【新規】
11～20機関：150,000
21～30機関：200,000
31～40機関：250,000
41機関以上：300,000

【継続・疾病等、不適合報告】※
新規の1/5
11～20機関：30,000
21～30機関：40,000
31～40機関：50,000
41機関以上：60,000

【変更】※新規の1/2
11～20機関：75,000
21～30機関：100,000
31～40機関：125,000
41機関以上：150,000

ー
50,000

※1～10機関
※新規の 1/2

ー
20,000

※1～10機関
※新規の 1/5

－ － －

奈良県内の研究機関等の研究者が実
施する研究の審査：本学の運営に奈良
県から運営費交付金を受けているため、
新規及び 1 から 4 の 1/2 の料金とする

外

200,000
※1～10機関
※臨床研究法の法施行前に実
施されている特定臨床研究の新
規審査は、新規の 1/5 の料金と
する。
※臨床研究法上、努力義務とさ
れている臨床研究の審査は、新
規の 1/5 の料金とする。

ー
40,000

※1～10機関
※新規の 1/5

ー

【新規】
11～20機関：300,000
21～30機関：400,000
31～40機関：500,000
41機関以上：600,000

【継続・疾病等、不適合報告】※
新規の1/5
11～20機関：60,000
21～30機関：80,000
31～40機関：100,000
41機関以上：120,000

【変更】※新規の1/2
11～20機関：150,000
21～30機関：200,000
31～40機関：250,000
41機関以上：300,000

ー
100,000

※1～10機関
※新規の 1/2

ー
40,000

※1～10機関
※新規の 1/5

－ － －

奈良県内の研究機関等の研究者が実
施する研究の審査：本学の運営に奈良
県から運営費交付金を受けているため、
新規及び 1 から 4 の 1/2 の料金とする

内 88,000（税込） 44,000（税込） 99,000（税込） 99,000（税込） 11施設以上：99,000（税
込）/施設

11施設以上：99,000（税
込）/施設 99,000（税込） 99,000（税込） 0 0 ー ー

多施設共同研究で10施設を超える場
合の変更申請時は、左記金額に加え、
新たに追加になった施設数のみに施設加
算料を乗じた金額を徴収する

外 220,000（税込） 110,000（税込） 99,000（税込） 99,000（税込） 11施設以上：99,000（税
込）/施設

11施設以上：99,000（税
込）/施設 99,000（税込） 99,000（税込） 0 0 ー ー ー

内 176,000 176,000 88,000 88,000 33,000/施設 33,000/施設 ー ー ー ー ー ー

ただし、当機構に所属する研究責任医
師からの依頼にあっては、総長がこれによ
りがたいと認めた場合は、この限りではな
い。

外 176,000 176,000 88,000 88,000 33,000/施設 33,000/施設 ー ー ー ー ー ー ー

内 150,000 150,000 100,000 100,000 11機関以上加算：20,000/機
関

11機関以上加算：20,000/機
関 － － － － － － －

外 200,000 200,000 150,000 150,000 11機関以上加算：20,000/機
関

11機関以上加算：20,000/機
関 － － － － － － －

内

100,000（新規課題審査、変
更・追加申請の審査、中止・終
了、疾病等報告の審査等を含
む）

100,000（新規課題審査、変
更・追加申請の審査、中止・終
了、疾病等報告の審査等を含
む）

50,000（変更・追加申請の審
査、中止・終了・定期報告、疾病
等報告の審査等（初回承認日
を起点））

50,000（変更・追加申請の審
査、中止・終了・定期報告、疾病
等報告の審査等（初回承認日
を起点））

－ － － － － － － － －

外

200,000（新規課題審査、変
更・追加申請の審査、中止・終
了、疾病等報告の審査等を含
む）

200,000（新規課題審査、変
更・追加申請の審査、中止・終
了、疾病等報告の審査等を含
む）

100,000（変更・追加申請の審
査、中止・終了・定期報告、疾病
等報告の審査等（初回承認日
を起点））

100,000（変更・追加申請の審
査、中止・終了・定期報告、疾病
等報告の審査等（初回承認日
を起点））

－ － － － － － － － －

内 150,000（変更申請、疾病等
報告等含む） － 30,000（変更申請、疾病等報

告等含む） － － － － － － － － － －

外 200,000（変更申請、疾病等
報告等含む） － 50,000（変更申請、疾病等報

告等含む） － － － － － － － － － －

内 300,000 300,000 150,000 150,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 500,000 500,000 300,000 300,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 650,000
（疾病等報告含む。）

650,000
（疾病等報告含む。）

350,000
（疾病等報告，定期報告含
む。）

350,000
（疾病等報告，定期報告含
む。）

【新規・継続】
20,000/施設

【新規・継続】
20,000/施設 ー ー ー ー ー ー 【技術専門員評価書必要時】

20,000/件

外 650,000
（疾病等報告含む。）

650,000
（疾病等報告含む。）

350,000
（疾病等報告，定期報告含
む。）

350,000
（疾病等報告，定期報告含
む。）

【新規・継続】
20,000/施設

【新規・継続】
20,000/施設 ー ー ー ー ー ー

内 480,000（税込） 480,000（税込） 240,000（税込） 240,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 480,000（税込） 480,000（税込） 240,000（税込） 240,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー
内 320,000（税込） 320,000（税込） 110,000（税込） 110,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 420,000（税込） 420,000（税込） 150,000（税込） 150,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー

内 150,000（変更申請，疾病等
報告等審査を含む）

150,000（変更申請，疾病等
報告等審査を含む）

60,000（変更申請，疾病等報
告等審査を含む）

60,000（変更申請，疾病等報
告等審査を含む）

【新規】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：200,000

【継続】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：80,000

【新規】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：200,000

【継続】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：80,000

－ － － － － － －

外 200,000（変更申請，疾病等
報告等審査を含む）

200,000（変更申請，疾病等
報告等審査を含む）

80,000（変更申請，疾病等報
告等審査を含む）

80,000（変更申請，疾病等報
告等審査を含む）

【新規】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：300,000

【継続】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：100,000

【新規】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：300,000

【継続】
単施設（1施設）の場合：左記
費用
多施設共同研究の場合、
施設数に関わらず：100,000

－ － － － － － －

内 300,000 300,000 100,000 100,000

【新規】
30,000/施設

【継続】
30,000/施設

ー ー ー ー ー ー ー ー

外 400,000 400,000 130,000 130,000

【新規】
30,000/機関

【継続】
30,000/機関

ー ー ー ー ー ー ー ー

内 300,000 300,000 150,000 150,000 ー ー 150,000 150,000 ー ー ー ー ー
外 300,000 300,000 150,000 150,000 ー ー 150,000 150,000 ー ー ー ー ー
内 320,000 320,000 140,000 140,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 320,000 320,000 140,000 140,000 ー ー ー ー ー ー ー ー
内 200,000 200,000 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 350,000 350,000 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー

内 100,000（変更申請、疾病等
報告等審査を含む）

100,000（変更申請、疾病等
報告等審査を含む）

30,000（変更申請、疾病等報
告等審査を含む）

30,000（変更申請、疾病等報
告等審査を含む）

【新規】
10,000/施設

【継続】
10,000/施設

【新規】
10,000/施設

【継続】
10,000/施設

ー ー ー ー ー ー ー

http://rinken.shimane-u-
tiken.jp/review/outline

http://plaza.umin.ac.jp/~CRB-
Tokushima-u/

https://www.m.ehime-
u.ac.jp/hospital/clinicalresearch/spe
cific/

http://amirt.med.tottori-
u.ac.jp/crsc/cert.html
https://m.kawasaki-
m.ac.jp/kenkyu/sinsa/index03.php
http://www.med.kagawa-
u.ac.jp/hosp/kenkyushien/

http://www.kochi-
u.ac.jp/kms/rinsho/

http://ccr.hosp.yamaguchi-
u.ac.jp/about-crb/

https://ethics.hiroshima-u.ac.jp/

http://www.naramed-u.ac.jp/crb/

https://www.med.osaka-
cu.ac.jp/ocucrb/nintei/index.html

https://www.gh.opho.jp/hospital/di
vision/10.html

https://www.med.kindai.ac.jp/rinsy
o/clinical_research.html

https://chuo.kcho.jp/department/cl
inical_research_irb_secretariat/

http://www.ncvc.go.jp/research/go
vernance/crb/index.html

http://www.hsc.okayama-
u.ac.jp/ethics/nintei/index.html

2021/3/23

2021/10/13

2018/3/30

2018/3/30

2018/5/30

2018/8/6

2021/1/6

2021/1/12

2021/2/1

2021/3/16

2023/3/15

2023/9/25

2021/1/8

2021/1/26

2021/2/3

2021/3/1

CRB6180001

CRB6180002

CRB6180006

CRB6180008

CRB5200002

CRB5200004

CRB5200005

CRB5200006

CRB5220001

奈良県立医科大学臨床研究審査会

大阪公立大学医学部附属病院　臨床研究審査委員会

地方独立行政法人大阪府立病院機構医療センター臨床研
究審査委員会

近畿大学病院臨床研究審査委員会

CRB6210001

CRB6200001

CRB6200002

CRB6200003

CRB6200004

CRB6200005

CRB5230001

香川大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

高知大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

徳島大学臨床研究審査委員会

国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会

鳥取大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

川崎医科大学臨床研究審査委員会

神戸市民病院機構臨床研究審査委員会

国立循環器病研究センター臨床研究審査委員会

岡山大学臨床研究審査委員会

国立大学法人山口大学臨床研究審査委員会

広島大学臨床研究審査委員会
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67

68

69

70
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75

76

77

78

79

80

年間12回を予定している。

業務規程第６条第３項に基づき、委員会
は年間１２回以上定期的に開催する。

・委員長は、原則月１回以上会議を開催
するものとし、必要に応じて委員会を招集す

 る。

毎月第２水曜日（年１２回）

年12回以上

原則として月 1 回、年12回開催する。

年間12回

原則として月1回、年12回開催する。

年12回以上委員会を定期的に開催する。

審査意見業務を行う開催頻度として年間
12回(毎月1回、原則として第4火曜日)を

年間12回

毎月1回開催予定（年間12回以上開
催）
毎月1回（原則として第4月曜日）開催予
定。

原則月１回以上

毎月1回開催予定

原則、月１回開催、年間１２回開催する。



外 200,000（変更申請、疾病等
報告等審査を含む）

200,000（変更申請、疾病等
報告等審査を含む）

65,000（変更申請、疾病等報
告等審査を含む）

65,000（変更申請、疾病等報
告等審査を含む）

【新規】
10,000/施設

【継続】
10,000/施設

【新規】
10,000/施設

【継続】
10,000/施設

ー ー ー ー ー ー

内 500,000 500,000 200,000 200,000 【新規】※2施設以上
50,000/施設

【新規】※2施設以上
50,000/施設 ー ー ー ー ー ー ー

外 500,000 500,000 200,000 200,000 【新規】※2施設以上
50,000/施設

【新規】※2施設以上
50,000/施設 ー ー ー ー ー ー ー

内 650,000/10施設（疾病等報
告含む）

650,000/10施設（疾病等報
告含む）

325,000/10施設（疾病等報
告、定期報告含む/施設数に応じ
て設）

325,000/10施設（疾病等報
告、定期報告含む/施設数に応じ
て設）

【新規】
11～25施設：780,000
26～40施設：910,000
41～55施設：1,040,000
56～70施設：1,170,000
71～85施設：1,300.000
86～100施設：1,430,000
101施設以上：7,000/施設加
算

【継続】
新規課題審査料の半額

【新規】
11～25施設：780,000
26～40施設：910,000
41～55施設：1,040,000
56～70施設：1,170,000
71～85施設：1,300.000
86～100施設：1,430,000
101施設以上：7,000/施設加
算

【継続】
新規課題審査料の半額

ー ー ー ー ー ー ー

外 650,000/10施設（疾病等報
告含む）

650,000/10施設（疾病等報
告含む）

325,000/10施設（疾病等報
告、定期報告含む/施設数に応じ
て設）

325,000/10施設（疾病等報
告、定期報告含む/施設数に応じ
て設）

【新規】
11～25施設：780,000
26～40施設：910,000
41～55施設：1,040,000
56～70施設：1,170,000
71～85施設：1,300.000
86～100施設：1,430,000
101施設以上：7,000/施設加
算

【継続】
新規課題審査料の半額

【新規】
11～25施設：780,000
26～40施設：910,000
41～55施設：1,040,000
56～70施設：1,170,000
71～85施設：1,300.000
86～100施設：1,430,000
101施設以上：7,000/施設加
算

【継続】
新規課題審査料の半額

ー ー ー ー ー ー

内 500,000（税込） 500,000（税込） 300,000（税込） 300,000（税込）

【新規】（税込）
2～10施設 ：20,000/施設
11～20施設：15,000/施設
21～30施設：10,000/施設
31施設以上 ：5,000/施設

【継続】（税込）
2～10施設 ：12,000/施設
11～20施設：9,000/施設
21～30施設：6,000/施設
31施設以上 ：3,000/施設

【新規】（税込）
2～10施設 ：20,000/施設
11～20施設：15,000/施設
21～30施設：10,000/施設
31施設以上 ：5,000/施設

【継続】（税込）
2～10施設 ：12,000/施設
11～20施設：9,000/施設
21～30施設：6,000/施設
31施設以上 ：3,000/施設

ー ー ー ー ー ー ー

外 500,000（税込） 500,000（税込） 300,000（税込） 300,000（税込）

【新規】（税込）
2～10施設 ：20,000/施設
11～20施設：15,000/施設
21～30施設：10,000/施設
31施設以上 ：5,000/施設

【継続】（税込）
2～10施設 ：12,000/施設
11～20施設：9,000/施設
21～30施設：6,000/施設
31施設以上 ：3,000/施設

【新規】（税込）
2～10施設 ：20,000/施設
11～20施設：15,000/施設
21～30施設：10,000/施設
31施設以上 ：5,000/施設

【継続】（税込）
2～10施設 ：12,000/施設
11～20施設：9,000/施設
21～30施設：6,000/施設
31施設以上 ：3,000/施設

ー ー ー ー ー ー

内 182,000（税込） 127,400（税込） 91,000（税込） 63,700（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 260,000（税込） 182,000（税込） 130,000（税込） 91,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー
内 300,000 300,000 150,000 150,000 30,000/施設加算 30,000/施設加算 ー ー ー ー ー ー ー
外 300,000 300,000 150,000 150,000 30,000/施設加算 30,000/施設加算 ー ー ー ー ー ー

内
210,000
(再審査、変更の審査、各種報
告を含む)

210,000
(再審査、変更の審査、各種報
告を含む)

150,000
(変更の審査、各種報告を含む)

150,000
(変更の審査、各種報告を含む)

参加施設数が30を超える場合は
審査料金を加算する場合がある。

参加施設数が30を超える場合は
審査料金を加算する場合がある。 － － － － － － 研究資金が公的資金の場合は審査料

の減免を行う場合がある

外
300,000
(再審査、変更の審査、各種報
告を含む)

300,000
(再審査、変更の審査、各種報
告を含む)

100,000
変更の審査、各種報告を含む

100,000
変更の審査、各種報告を含む

参加施設数が30を超える場合は
審査料金を加算する場合がある。

参加施設数が30を超える場合は
審査料金を加算する場合がある。 － － － － － － 研究資金が公的資金の場合は審査料

の減免を行う場合がある

内 500,000 500,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 500,000 500,000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
内 500,000（税込） 500,000（税込） 200,000（税込） 200,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー ー
外 500,000（税込） 500,000（税込） 200,000（税込） 200,000（税込） ー ー ー ー ー ー ー ー

内

200,000/1～10施設（定期報
告までの期間の継続、変更、簡便
な審査、中止・終了報告疾病等
報告含む）

100,000/1～10施設（定期報
告までの期間の継続、変更、簡便
な審査、中止・終了報告疾病等
報告含む）

100,000/1～10施設（次回定
期報告までの期間の継続、変更、
簡便な審査、中止・終了報告、
疾病等報告含む）

75,000/1～10施設
20,000/機関
※11機関以上の場合、参加1機
関毎に加算

20,000/機関
※11機関以上の場合、参加1機
関毎に加算

ー 50,000/1～10施設 ー ー ー ー ー

外

350,000/1～10施設（定期報
告までの期間の継続、変更、簡便
な審査、中止・終了報告疾病等
報告含む）

200,000/1～10施設（定期報
告までの期間の継続、変更、簡便
な審査、中止・終了報告疾病等
報告含む）

200,000/1～10施設（次回定
期報告までの期間の継続、変更、
簡便な審査、中止・終了報告、
疾病等報告含む）

150,000/1～10施設
20,000/機関
※11機関以上の場合、参加1機
関毎に加算

20,000/機関
※11機関以上の場合、参加1機
関毎に加算

ー 100,000/1～10施設 ー ー ー ー ー

http://www.med.kyushu-
u.ac.jp/crc/rinri/index.html

https://www.miyazaki-u.ac.jp/crb/

http://www.hospital.med.saga-
u.ac.jp/chiken/

https://knrinri.skr.u-
ryukyu.ac.jp/kncrb/

https://www2.kuh.kumamoto-
u.ac.jp/tokurin/index.html
https://com4.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/department

https://www.kurume-
u.ac.jp/site/aro/

u.ac.jp/kms/rinsho/

http://www.mh.nagasaki-
u.ac.jp/research/index.html

http://www.crnfukuoka.jp/
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宮崎大学臨床研究審査委員会

佐賀大学臨床研究審査委員会

琉球大学臨床研究倫理審査委員会

高知大学医学部附属病院臨床研究審査委員会

長崎大学臨床研究審査委員会
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89 月に1回　年間12回

 毎月1回開催。
特定臨床研究に該当する新規案件が、年
間20件程度、及び努力義務規定に該当す
る新規案件が、相当数見込まれる。

毎月１回（年１２回）開催

原則として毎月１回

年１２回

原則年12回以上開催

原則毎月１回開催

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 臨床研究審査
委員会

九州大学病院臨床研究審査委員会

久留米大学臨床研究審査委員会

国立大学法人熊本大学臨床研究審査委員会

鹿児島大学臨床研究審査委員会 2021/7/2

2021/12/15

 る。
（高知大学医学部附属病院臨床研究審
査委員会規則 第９条第14項）

規程第８条のとおり。

1回/月


